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平 成 １ ８ 年 １ １ 月 

(社)日本電設工業協会 
 

 

会 員 行 動 目 標 
～ 公正かつ適正な事業活動の実現に向けて ～ 

 

 

 日本電設工業協会及び各会員は、今日の経済、社会を支える基幹

エネルギーともいうべき「電気」の安全、かつ効率的な利活用を目

指して、積極的な活動に努めている。 

 とりわけ近年、電気の高度な利用が一段と進み、電気設備の重要

性が強く認識されつつある中で、その事業活動は、電気設備の建設、

保守管理、さらには高度な技術を有する人材の育成など、広範、多

岐にわたっている。 

 また、電気は今や、国民生活や、企業活動等に直結するライフラ

インともなっており、その適正維持は、当協会及びその会員にとっ

て、重要な社会的責務であると認識しなければならない。 

 一方、企業社会は一段と成熟、発展しつつあって、当協会及び各

会員に対し、この重要な社会的構成員として、法令遵守を基本とし

つつ、社会性豊かな、そして高い倫理性に立った事業活動が、強く

要請されている。 

 こうした観点から、電気設備工事業の健全な発展を期し、協会と

して「会員行動目標」を以下のとおり策定する。会員は、この行動

目標を基本に、社会、経済各方面から高い評価と厚い信頼をいただ

けるよう、一層公正かつ適正な事業活動の推進に努めるものとする。 

 

 

  会員行動目標 
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１.事業者倫理に則った公正な事業活動 

 社会を構成する一員として、事業者倫理に則って公正な事業活動を行

う。また、これに必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

２.関係法令の遵守の徹底等 

 電気設備工事業全般に関係が深い建設業法、電気工事業法、労働安全

衛生法等にかかる立法の精神に沿って、厳正な法令遵守に努める。 

 特に工事の入札に関しては、独占禁止法等諸法令に違反して入札の公

正・公平を阻害する行為を行わない。また、社会から疑惑を持って見ら

れかねない組織に加わらない。 

 

３.政治、行政との健全な関係の確保 

 政治、行政との健全な関係の確立に留意する。いかなる場合にあって

も、贈賄行為や政治資金規正法等に違反する行為を行わない。 

 

４.反社会的勢力の排除 

 企業を取り巻く反社会的勢力からの不当な要求に応じない。問題が発

生した場合又はその虞がある場合には、速やかに警察の協力を求める。

また、反社会的勢力を利用する行為は絶対に行わない。 

 

 

 

 

 

 

１.良質な製品・サービスの提供 

 顧客や社会の期待と信頼を直視し、生産性の向上や品質の改善を図り、

適正価格で良質な製品・サービスの提供を行う。これに必要な経営の合

理化、技術開発の促進、生産システムの改善、人材の確保･育成、安全

対策の強化等に努める。

 第一 法令等の社会ルールを守る 

 第二 適正な事業活動を通じて社会的使命・役割を遂行する 

 会員行動目標 
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２.適正で節度ある市場競争の展開 

 良質な製品・サービスの提供と電気設備工事業の健全な発展を実現す

るため、コストを度外視した安値受注（いわゆるダンピング受注）は行

わない。また、技術力、施工能力等を考慮し、経済合理性に立った節度

ある受注活動を行う。 

 

３.電気設備工事における分離発注の拡大 

 独自の技術・施工体制を有し、高度な専門分野を形成している電気設

備工事分野において、顧客ニーズへの対応、品質の確保、施工責任とコ

ストの明確化等の観点から合理的な分離発注が拡大されるよう、関係各

方面に対し積極的に働きかけを行う。 

 

４.建設生産関係者との公正で合理的な関係の構築 

 建設生産におけるあらゆる関係者（顧客、設計・工事監理者、元請事

業者、下請事業者、資機材事業者等）との公正で合理的な関係の構築に

努める。 

 

５.情報開示及び社会各層とのコミュニケーションの展開 

 事業活動に関わる必要な情報開示を行うほか、顧客、株主、マスコミ

など社会各層とのコミュニケーションを積極的に行う。 

 

６.環境問題への取組み強化 

 事業活動全般にわたって公害防止、省エネルギー化、廃棄物の削減・

適正処理・リサイクルに努め、地球環境問題を含めた様々な環境問題へ

の取組みを強化する。 

 

７.社会貢献への努力 

 あらゆる事業活動が社会に支えられているとの認識に立ち、「良き市

民」として社会から厚い信頼を受けることは、緊要である。このため、

各会員は、事業活動の各面において積極的な社会貢献に努める。

 

  会員行動目標 
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「会員行動目標」添付資料リスト 

 

第一 法令等の社会ルールを守る 

 

１.事業者倫理に則った公正な事業活動 

 資料１「公正な事業活動の推進について」 

  平成１８年１月２７日 会員代表者あて 

  (社)日本電設工業協会会長名発信文書 

 資料２「公正かつ適正な事業活動の推進への一層のご留意について」 

  平成１８年５月１９日 会員代表者あて 

  （社)日本電設工業協会会長及び各支部長連名発信文書 

 資料３「公正かつ適正な事業活動に関する｢推進会議｣の設置について」 

（平成１８年７月２６日 (社)日本電設工業協会理事会承認） 

 資料４「企業に対する認識」 

  第９回生活者の“企業観”に関するアンケート結果報告書 

  ２００６年１月 (財)経済広報センター 

  

２.関係法令の遵守の徹底等 

 資料５「企業活動とコンプライアンス」 

（(財)経済広報センター「経済広報」２００２年１２月号転載） 

 資料６「独占禁止法に関する企業コンプライアンスについての 

アンケート調査結果（概要）」 

  企業におけるコンプライアンス体制について調査結果 

  平成１８年５月 公正取引委員会 

 資料７「公共的な入札に係わる事業者及び事業者団体に関する 

     独占禁止法上の指針（概要）」（入札ガイドライン） 

（平成６年７月 公正取引委員会） 

３.政治、行政との健全な関係の確保 

 資料なし 

 

４.反社会的勢力の排除 

 資料８「暴力団対策の手引（抜粋）」 （(財)建設業適正取引推進機構） 

 

 

第二 適正な事業活動を通じて社会的使命・役割を遂行する 

 

１.良質な製品・サービスの提供 

 資料４（前掲）
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２.適正で節度ある市場競争の展開 

 資料９「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」 

（国土交通省通達 平成１５年２月１０日） 

 資料１０「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者への 

  しわ寄せの排除等の対策について」 

（国土交通省通達 平成１８年４月１４日） 

 資料１１「低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の概要」 

  平成１７年５月１３日 中央建設業審議会 

  入札契約の適正化に関する検討委員会 第６回配付資料 

 資料１２「公共工事における不当廉売に対する公正取引委員会の対応」 

  平成１７年５月１３日 中央建設業審議会 

  入札契約の適正化に関する検討委員会 第６回配付資料 

 

３.電気設備工事における分離発注の拡大 

 資料１３「平成１８年度会員大会決議（抜粋）」 

（平成１８年９月 (社)日本電設工業協会） 

 資料１４「市町村における分離発注の現状と今後の方針調査結果」 

（平成１８年９月 (社)日本電設工業協会） 

 

４.建設生産関係者との公正で合理的な関係の構築 

 資料なし 

 

５.情報開示および社会各層とのコミュニケーションの展開 

 資料４（前掲） 

 

６.環境問題への取組み強化 

 資料１５「環境問題とその対策（抜粋）」 

（平成１５年３月 (社)日本電設工業協会安全・環境委員会） 

 資料１６「電気設備工事業のためのＩＳＯ１４００１導入ガイド（抜粋）」 

（平成１５年５月 (社)日本電設工業協会安全・環境委員会） 

 

７.社会貢献への努力 

 資料１７「｢経営事項審査の事務取扱いについて｣の一部改正について」 

  （国土交通省通知 平成１７年１２月１６日） 

 資料１８「電業協会等と地方公共団体等との防災協定の締結状況」 

（平成１８年１１月 (社)日本電設工業協会調べ） 

 

 
































































































